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令和２年４月～令和５年３月

【基本理念】
町民一人ひとりが、夢や誇りを持つとともに、学校教育や生涯学習、文化、スポーツなどを通じ、感性
を育み、地域の貴重な歴史的・文化的資源を活かして、次代を担う心豊かな人づくりと持続可能な地域
づくりを目指し、教育行政を推進します。

１ 生涯学習の充実
生きる喜びに満ち、心の豊かさと学ぶ意欲に溢れた生涯学習社会を目指し、生涯学習推進体制の整備・充実に努める。

２ 社会教育の充実
町民の学習意欲の高揚や青少年の健全育成を図るため、関係機関・各種団体と連携し、団体の活動や青少年教育の充
実に努める。

３ スポーツ活動の充実
町民の生きがいと健康増進のため、みなかみ町スポーツ推進計画に基づき、軽スポーツの普及や地域に根ざしたス
ポーツ、競技スポーツの振興を図るとともに、施設・設備の整備に努める。

４ 文化振興と文化財の保存と活用
町民の文化振興に関する意識を高めるため、誰もが楽しめる地域の文化活動を推進するとともに、関係機関と連携し
た文化財の保存と活用に努める。

令和４年度
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①【みなかみ町スポーツ推進計画（第２次）の策定】

第２次みなかみ町スポーツ推進計画（R5～R14)を策定する。

②【地域学校協働活動の推進】

地域学校協働活動本部を設置する。

③【「新しい生活様式」を踏まえた文化・体育事業の実施】

文化・体育の各事業を感染症対策を講じて実施する。

スポーツ推進計画

放課後子ども教室

文化祭
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《年間活動》

○年間１～１０回程度の会議

○人権教育推進協議会を兼任

○人権ポスターコンクール（夏休み）

○生涯学習課が実施する事業等についての意見

○年間１～２回生涯学習だより発行

○生涯学習フェスティバル主管

【社会教育法】
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会
に助言するため、左の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対
して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意
見を述べることができる。
３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受
けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社
会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
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《生涯学習だより》 年間１～２回発行
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《生涯学習フェスティバル》 毎年１０月に開催
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《生涯学習フェスティバル》 毎年１０月に開催
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《令和４年度生涯学習フェスティバル》

新型コロナ感染状況をふまえて一般参加なしの
リモート開催に決定
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《令和４年度生涯学習フェスティバル》

新型コロナ感染状況をふまえて一般参加なしの
リモート開催に決定
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《令和４年度生涯学習フェスティバル》

新型コロナ感染状況をふまえて一般参加なしの
リモート開催に決定
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【社会教育法】
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会
に助言するため、左の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対
して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意
見を述べることができる。
３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受
けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社
会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
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